
一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画進捗状況について

資料１

1



１ 計画の位置づけ

本計画は、廃棄物処理法およびその上位法である「環境基本法」や「循環型社会形成推

進基本法」をはじめ、各種リサイクル法に基づき、本市における一般廃棄物処理の方向性を
示すもの。

また、本市の「総合計画」および「環境基本計画」の実施計画として、本市における廃棄物行
政を推進するための行政計画としての性格も有している。

○基本理念 『地球環境にやさしい持続可能な循環型社会』の実現

○基本方針 (1) ３Ｒの推進 (2) 適正処理の確保 (3) 環境学習の充実

２ 計画の期間

令和３(2021)年10月を起点とし、５年後の令和７(2025)年度を中間目標年度、

10年後の令和12(2030)年度を目標年度とする。
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３ 基本計画の取組状況について
(1) ３Ｒの推進

①マイバッグ運動の推進
②「買いすぎ」、「食べ残し」、「作りすぎ」による食品ロスをしないことの啓発
③サーマルリサイクルによるごみ処理
④雑がみの分別徹底
⑤店頭設置の回収箱による回収促進
⑥生ごみ堆肥化の促進

(2) 適正処理の確保
①環境センターでの展開検査による適正搬入監視と指導
②多量排出事業者に対する訪問指導
③災害廃棄物処理計画の策定

(3) 環境学習の充実
①ごみ減量と正しい分別方法に係る啓発の強化
②交流拠点施設の環境学習拠点としての利用
③ごみ減量優良事業所の取り組みをPR
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【重点】
①マイバッグ運動の推進(１世帯30％削減)

〇取組結果

・広報もりやまでマイバック運動の取組みを掲載 ・自治会や学童クラブ等の出前講座で幅広い世代へ啓発

〈参考〉

・平和堂市内４店舗のレジ袋販売枚数

有料化前 令和２年度： 923,700枚(76,975枚／月）

有料化後 令和６年度： 373,578枚(31,131枚／月) 59.5％削減
・レジ袋辞退率(日本経済綜合研究ｾﾝﾀｰ)

有料化前約23％→有料化後約75％（コンビニエンスストア）

有料化前約57％→有料化後約80％（スーパーマーケット）

★守山市内平和堂市内４店舗レジ袋辞退率90.7％

・レジ袋の国内流通量(日本経済綜合研究ｾﾝﾀｰ)

有料化前(2019)約20万ｔ→有料化後(2021)約10万ｔ〈50％削減〉

〇取組方針

マイバッグの推進とレジ袋の更なる削減に向け、継続的な啓発を実施する

内閣府の世論調査によると30代以下の26.9％がレジ袋を購入しており、重点的に啓発を実施

３Rの推進
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目標達成



【重点】
②「買いすぎ」、「食べ残し」、「作りすぎ」による食品ロスをしないことの啓発

（食品ロス割合：10％削減）

〇組成分析の結果

・ 焼却ごみの生ごみから出た、食品ロスの「見える化」

厨芥類（生ごみ）５分類

50%

8%

8%

11%

23%

生ごみの内訳（重量比）

①調理くず

②食品外の生ごみ

③過剰に除去した過食

部分
④食べ残し

⑤手つかず食品
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目標未達成

目 標 平成29（2017）年度のごみ組成分析結果では、生ごみのうち約39％食品ロスの割合
基準値 約48.3ｇ/人・日（家庭系焼却ごみ286.14g/人・日×厨芥類の割合43.2％×食品ロス割合39.1％）

内、手つかず食品 約17.9ｇ/人・日（家庭系焼却ごみ286.14g/人・日×厨芥類の割合43.2％×手つかず食品の割合14.5％）

・ 焼却ごみの中から出た食品ロスの推計値
令和３年度 47.0ｇ（341.19ｇ/人・日×39.9％×34.5％） 対基準年 97.3％
内、手つかず食品 24.2ｇ（341.19ｇ/人・日×39.9％×17.8％） 135.2％

令和５年度 50.2ｇ（365.36ｇ/人・日×32.7％×42.0％ ） 対基準年 103.9％

内、手つかず食品 27.2ｇ（365.36ｇ/人・日×32.7％×22.8％ ） 152.0％

〇取り組み方針
・ 新たに導入された市公式LINEでの啓発

・ フードドライブの推進

・ 「わ」報償で自治会の独自の取組みを後押し



【新規】
③サーマルリサイクルによるごみ処理

〇取組結果

・ 新環境センターでは、焼却した熱を利用し、高温高圧の蒸気でタービンを回して発電。

また、交流拠点施設（温水プール、温浴施設）に余熱を供給

発電 発電量：目標値（計画値） 5,820,000kwh/年

令和３年度(R3.10～R4.3) 4,437,710kwh/半年

令和４年度 8,421,490kwh/年

令和５年度 8,419,590kwh/年

令和６年度 7,871,550kwh/年

余熱（交流拠点施設(プール、温浴施設)での使用電力量） ※交流拠点施設はオール電化

余熱利用前：令和３年度(４月～９月)の使用電力量 418,719kwh

余熱利用後：令和６年度(４月～９月)の使用電力量 354,789kwh ▲63,930kwh削減

〇取組方針

・ エネルギーの有効活用を継続的に実施し、エネルギーの地産地消を図る

・ 余熱停止時期の調整等を含め、余熱の効果的な利用など施設運用の工夫と、改めて省エネに努める 6
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【重点】
④雑がみの分別徹底(焼却ごみから10ｇ/人・日減)

目 標 平成29（2017）年度のごみ組成分析結果では、焼却ごみのうち約17％が資源化可能な紙

基準値 約17％＝約48.6ｇ/人・日（家庭系焼却ごみ286.14g/人・日）

〇取組結果

・ 焼却ごみの中から出た 資源化可能な紙

令和３年度 7.4％＝25.2ｇ（341.19ｇ/人・日） 23.4g/人・日減少

令和５年度 10.3％ ＝37.6ｇ（365.36ｇ/人・日） 11g/人・日減少

〇取組方針

・ 転入者用ごみ案内窓口により、ごみの分別説明、雑がみ保管袋の配布

・ 更なる分別徹底に向け、継続的な啓発を実施する

厨芥類

32.6%

（17.4㎏）

紙ごみ類

12.2%

（6.4㎏）

雑誌・雑がみ類

8.9%（4.8㎏）

資源紙類(段ボール等)

1.4%（0.7㎏）

布類

2.2%（1.2㎏）

木・竹・藁

2.8%

（1.3㎏）

ビニール・プ

ラスチック類

23.0%

（11.9㎏）

不燃ごみ

0.3%

（0.2㎏）

その他の焼却ごみ

16.7%

（8.8㎏）

令和５年度ごみ組成９分類

総量：52.7㎏
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【新規】
⑤店頭設置の回収箱による回収促進(容器トレイ店頭回収量２倍増)

〇取組結果

容器トレイ店頭回収量 基準年 26，169kg

・ 市内スーパーマーケットの資源回収量（うち容器トレイ）

令和３年度 429,322㎏ （うち容器トレイ 40,183kg）

令和４年度 525,173㎏ （うち容器トレイ 48,376kg ）

令和５年度 483,465㎏ （うち容器トレイ 50,274kg ）

令和６年度 534,307㎏ （うち容器トレイ 53,158kg ）

※トレイ類は10店舗で年間53,158㎏（対前年比2,884㎏増加）

〇取組方針

・ ごみ・資源物収集カレンダー等に回収店舗を掲載し、周知を行う

【資源物】
ペットボトル、トレイ、アルミ缶
スチール缶、牛乳パック、新聞・雑誌
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【重点】
⑥生ごみ堆肥化の促進(生ごみ処理機購入世帯1.5倍)

〇取組結果

・ 令和６年度から申請方法や購入方法を変更したことにより、１月上旬で予算が終了

変更点 ①事前申請→事後申請

②ネット購入を含め店舗制限の撤廃

【生ごみ処理機の申請状況】

R6 R5 R4 R3  H30（基準年）

機械式：71件 44件 27件 59件 53件

自然発酵式： 5件 8件 3件 13件 8件

簡易式： 4件 2件 5件 2件 3件

合計：80件 54件 35件 74件 64件 R6/H30  125％

〇取組方針

・ 家庭での生ごみ堆肥化の拡大に向け、研修会の実施とともに、継続的な啓発の実施

・ 限られた予算で幅広く補助ができるよう補助金制度の改正を実施

エコパーク、市役所ごみ
説明窓口に設置
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目標概ね達成



【重点】
①環境センターでの展開検査による適正搬入監視と指導

〇取組結果

・ 展開検査の実施

令和３年度：102台(26回) 令和４年度：136台(46回)

令和５年度：144台(42回) 令和６年度：147台(52回)

・ 違反事業者に対し行政指導

令和３年度34社 令和４年度44社

令和５年度36社 令和６年度34社

※違反内容：主に缶・ビンの混入

〇取組方針

・ 環境センター運営会社と連携するなか、継続して監視の強化を図る

適正処理の推進

展開検査の様子
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【重点】
②多量排出事業者に対する訪問指導

〇取組結果

・ 年間30ｔ以上の排出事業所に対し、マニフェストシステムの実施、一般廃棄物減量

計画の提出

対象： 19事業所（R5:19、R4：23、 R3：24） R3から５事業所減少

・ 年間20ｔ以上の排出事業所に対し、一般廃棄物減量計画の提出

対象： 12事業所（R5：15、R4：11、 R3：９）

・ 多量排出事業者に対し訪問指導を実施

〇取組方針

・ 減量意識の向上、分別排出の徹底、不適正処理の防止、ごみの減量と分別排出の

強化を図る、先進的事業所の紹介
11

目標達成



【新規】
③災害廃棄物処理計画の策定

〇令和５年３月策定

〇現在までの取組

・ 災害廃棄物暫定仮置場候補地の選定(自治会と協議)

→ 暫定仮置場が避難場所等と重複している場所について、関係課、土地所有者等と

調整

・ 環境省による災害廃棄物対策に係る研修を実施

→ 職員に対し、災害時の対応について知識を深める、仮置場の確保のため、地元自

治会の理解を深める

・ 滋賀県災害廃棄物処理実施研修会への参加（環境センターとごみ減量推進課）

→ 県内市町職員とのワークショップおよび仮置場での災害廃棄物受入実施訓練

研修会の様子
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【重点】
①ごみ減量と正しい分別方法に係る啓発の強化(ごみ分別アプリ導入等)

〇取組結果

・ 破砕ごみの立会啓発（67自治会、172集積所で実施）

氏名記入率：87.2%、分別状況が良い84.9％

・ ごみ分別アプリ導入率 41.4％（世帯数）

登録者 令和７年３月 14,769件

（対前年同月比 ＋2,941件）

〇取組方針

・ 分別徹底に向けての継続的な啓発とともに、市民へのアプリおよび公式LINEの周知

環境学習の充実
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目標達成

R2.10 R3.3末 R4.3末 R5.3末 R6.3末 R7.3末

世帯導入率（単位：％） 0 7.8% 20.4% 27.2% 33.7% 41.4%

ごみ分別アプリダウンロード件数 0 2,613 6,928 9,405 11,828 14,769
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【新規・重点】
②交流拠点施設の環境学習拠点としての利用

〇取組結果

・子どもから大人まで楽しく参加できる環境学習を実施。

・ 小中学生、自治会への環境センターの見学、交流拠点施設での環境学習の実施

・ 「もりやまエコフェスタ2024」開催

市内自治会、企業等の約20団体の参画により実施。

参加者：3,200人

・ 環境学習事業の開催

令和３年度：46回 2,078名 令和４年度：52回 3,036名

令和５年度：47回 2,301名 令和６年度：62回 5,568名

〇取組方針

・ 学校、企業との連携を図るなか、多彩な研修の実施に努める 市内企業によるペットボトル分別体験ブース
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【新規】
③ごみ減量優良事業所の取り組みをPR

〇対象事業所

・ 令和４年度 ピエリ守山の取組みを市ホームページ掲載

・ 令和５年度 株式会社オイシス(食品製造業)の取組みを市ホームページ掲載

・ 令和６年度 株式会社仁々木(食品製造業)の取組みを市ホームページ掲載

(1)計画的な製造と原材料発注によるロスの削減

(2)ごみ管理の強化と衛生管理の徹底

(3)リサイクルと環境意識の推進

〇取組方針

・ 優良事業所の取組みをモデルとして発信することで、事業所と同様の取組促進に

ついて情報発信に努める

・ 多量排出事業所に対し、先進的な取り組みとして周知する 15

目標達成


